
 円滑な災害応急対策及び災害復旧に資するよう、物資供給等の事業者と協定等を締結しておくなど協力体制を構築する。

№ 協定等締結日

 北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱ 北海道が代表となり締結

 ㈱ｾｲｺｰﾏｰﾄ

北海道町村会が代表となり締結

 北海道、北海道市長会 北海道町村会が代表となり締結

 北海道町村会

 北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱

 北海道開発局函館開発建設部
21 R02.12.03 道の駅協働事業細目協定

自動販売機のメッセージボードによる情報提
供、飲料水の提供、子育て応援の推進

※H19. 7.20「道の駅協働事業協
定」は廃止

※H25. 3.19「道の駅道路情報提
供装置設置等協定」は廃止

 北海道開発局函館開発建設部

 (有)ステップ

 (株)共成レンテム北檜山営業所

H27. 3.31

H29. 2.23

H26. 9.17

災害時における物資等の緊急
輸送に関する協定書

 北海道開発局

 北海道ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ災害対策協議会

 (社)北海道ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会道南支部

 安土町（近江八幡市）

 市浦村(五所川原市）

 北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱

陸上自衛隊第１１旅団

 函館地区トラック協会

町内郵便局協力協定

大規模災害時における連携に
関する協定書

H26.11.26

道の駅防災用備蓄資機材及び
情報提供に関する協定書

 北海道開発局函館開発建設部

 上ノ国郵便局

H10. 3.26

H10. 3.26

H18.12.22

H21.11.19

H22. 6. 1

石油類燃料供給等協定

一時避難場所利用協定

一時避難場所利用協定

ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ応急復旧支援協定

ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ供給等協力協定

道の駅防災拠点化協定

レンタル機材提供協定

レンタル機材提供協定

H25. 6.10

H25. 7.16

H26. 1.14

H22. 8. 1

H22. 8. 1

北海道市町村相互間応援協定

H25. 3.19

H25. 5.27

H25. 5.27

H26. 1.14

H26. 3.13

 社会福祉法人上ノ国福祉会

 北海道財務局

福祉避難所施設使用協定

応援協定

 函館地方石油協同組合

 (株)小林建設

 社会福祉法人上ノ国福祉会

備 考

16

17

18

19

20

食料・生活必需品の提供及び職員派遣・児童、
生徒の受入等

食料・生活必需品の提供及び職員派遣・児童、
受入等

飲料水・生活必需品等の提供及び支援ステー
ション

災害対応型自動販売機の飲料水の無償提供

10

11

12

13

14

15

5

6

7

8

9

災害応急対策活動

協定等の相手方 主な協定等内容

生活必需品、資機材等の輸送

職員の派遣、資機材、物資、施設及び場所の提
供

車両の提供及び避難所における郵便物の収集・
交付等

友好町村相互応援協定

友好町村相互応援協定

ｺｶｺｰﾗ･ｾｲｺｰﾏｰﾄ物資協定

自動販売機協働事業協定

応援に関する申合せ

発電機、ストーブ、仮設トイレ、仮設ハウス等
調達が可能な機材提供

緊急車両、避難施設、医療機関等への石油類の
優先提供

北村オコセ地区（作業場）の一時避難所として
解放

施設を一時避難所として解放

要援護者の特別養護老人ホームかみのくに荘へ
の受入

避難施設の運営補助、災害ボランティア及び支
援物資等の受付事務

大規模自然災害時における土木施設等の応急措
置

LPガスの供給、関連機器設置及び簡易コンロ等
手配

LPガスの供給、関連機器の供給

簡易トイレ、テント、発電機及び投光器の設置
保管

発電機、ストーブ等調達が可能な機材提供

4-4-1　災害時における協定等一覧

 消防

3 H08.6.25
北海道消防防災ヘリコプター
応援協定

 北海道

1 H30.4.1
緊急消防援助隊北海道大隊応
援等実施計画

 総務部危機対策局危機対策課

2 R02.3.23 北海道広域消防相互応援協定  全国消防長会北海道支部

防災資機材及び機器の使用並びに維持管理H30. 2.28

協定等名

1

2

3

4

4 H22.5.6

5 H25.9.1

6

7

H06.12.19

H05.10.26

緊急消防援助隊受援計画

檜山広域行政組合警防規程

江差海上保安署と檜山広域行政
組合消防本部との船舶消火に関
する業務協定書

渡島西部広域事務組合と檜山広
域行政組合の北海道広域消防相
互応援協定に基づく申し合せ

 江差海上保安署

 渡島西部広域事務組合
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【1．友好町村相互応援協定 （安土町（近江八幡市）】
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【2．友好町村相互応援協定 （市浦村(五所川原市）】
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【3．コカコーラ・セイコーマート物資協定】
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4-11



4-12



4-13



4-14



4-15



4-16



4-17



4-18



4-19



4-20



4-21



4-22



4-23



4-24



4-25



4-26



4-27



4-28



4-29



4-30



4-31



4-32



4-33



4-34



4-35



4-36



4-37
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【4．自動販売機協働事業協定】
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4-40



4-41
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【5．応援に関する申合せ】
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【6．エルピーガス応急復旧支援協定】
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4-46



4-47
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【7．エルピーガス供給等協力協定】
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4-50



4-51
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【8．道の駅防災拠点化協定】
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4-55

【9．レンタル機材提供協定　(有)ステップ】
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4-57
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【10．レンタル機材提供協定　(株)共成レンテム北檜山営業所】
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【11．石油類燃料供給等協定】
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4-63



4-64
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【12．一時避難場所利用協定 (株)小林建設】
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【13．一時避難場所利用協定　社会福祉法人上ノ国福祉会】
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【14．福祉避難所施設使用協定】
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【15．応援協定】
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4-71



4-72

【16．大規模災害時における連携に関する協定書】
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4-74



4-75



4-76

【17．災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書】
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4-78



4-79



4-80
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【18．北海道市町村相互間応援協定】
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4-83



4-84



4-85



4-86



4-87



4-88



4-89



4-90



4-91



4-92



4-93



4-94



4-95



4-96



4-97



4-98



4-99



4-100

【19．町内郵便局協力協定】



4-101



4-102



4-103



4-104

【20．道の駅防災用備蓄資機材及び情報提供に関する協定書】



4-105



4-106



4-107

【21．道の駅協働事業細目協定】
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4-109

【消防1．緊急消防援助隊北海道大隊応援等実施計画】
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4-111



4-112



4-113



4-114



4-115



4-116



4-117



4-118



4-119



4-120



4-121



4-122



4-123



4-124



4-125



4-126



4-127



4-128



4-129



4-130



4-131



4-132



4-133



4-134



4-135



4-136



4-137



4-138



4-139



4-140



4-141



4-142



4-143



4-144



4-145



4-146



4-147



4-148



4-149



4-150



4-151



4-152



4-153



4-154



4-155



4-156



4-157



4-158



4-159



4-160



4-161



4-162



4-163



4-164



4-165



4-166



4-167



4-168



4-169



4-170



4-171



4-172



4-173



4-174



4-175



4-176



4-177



4-178



4-179



4-180



4-181



4-182



4-183



4-184



4-185



4-186



4-187



4-188



4-189



4-190



4-191



4-192



4-193



4-194



4-195



4-196



4-197



4-198



北海道広域消防相互応援協定 

全国消防長会北海道支部 
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【消防2．北海道広域消防相互応援協定】



1

北海道広域消防相互応援協定 

（平成29年４月27日） 

北海道広域消防相互応援協定（平成３年４月１日）の全部改正（平成29年４月27日） 

改正 令和２年３月23日 

 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づき、北海道広

域消防相互応援協定を次のとおり締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第226号。以下「法」と

いう。）第39条の規定に基づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務

組合（以下「市町等」という。）相互の応援体制を確立し、災害が発生

した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対処すること

を目的とする。 

 （対象とする災害） 

第２条 この協定の対象とする災害は、法第１条に規定する水火災又は地

震等の災害で、市町等の応援を必要とするものとする。 

（地区区分） 

第３条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に

掲げる地区に区分する。 

２ 道央地区に札幌地区を置くものとする。 

 （代表消防機関の設置及び任務） 

第４条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する

地区ごとに地区代表消防機関を置き、地区代表消防機関を総括する総括

代表消防機関を置く。 

２ 地区代表消防機関及び総括代表消防機関（以下「代表消防機関」とい

う。）の選定は、別に定める。 

３ 地区代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 総括代表消防機関及び当該地区内消防本部との連絡調整及び情報交

換に関すること。 

(２) 当該地区内の応援可能な消防隊等の把握及び調整に関すること。

(３) 応援する指揮支援隊、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及

び航空隊（以下「応援隊」という。）の円滑な活動及び管理に関する

こと。 

４ 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 
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（１）北海道及び総務省消防庁との連絡調整及び情報交換に関すること。

（２）地区代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。

（３）北海道内の応援可能な消防隊等の把握及び調整に関すること。

（４）応援隊の円滑な活動及び管理に関すること。

（５）その他必要な事項に関すること。

（代表消防機関の任務の代行） 

第４条の２ 代表消防機関を置く市町等が被災し、被害の状況により代表

消防機関が任務を遂行できない場合は、当該代表消防機関を置く市町等

の長は、代表消防機関の代行を置くことができるものとする。 

２ 代表消防機関の代行の選定は、別に定める。 

（応援の種別） 

第５条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１) 陸上応援 指揮支援隊、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊又は支援

隊による活動 

(２) 航空応援 回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊（以下「航空

隊」という。）による活動 

（応援隊及び資機材の登録） 

第６条 市町等は、応援隊及び資機材をあらかじめ登録するものとする。 

（応援要請の方法） 

第７条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等

（以下「要請側」という。）の長から他の市町等の長に対し、災害の規

模等に応じて次の各号の区分により行う。 

(１) 陸上応援要請

ア 第１要請

当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請

イ 第２要請

当該市町等が構成する別表の地区内の他の市町等に対して行う応

援要請（第１要請を除く。） 

ウ 第３要請

当該市町等が構成する別表の地区外の市町等に対して行う応援要

請（第１要請を除く。） 

(２) 航空応援要請

航空隊の応援を必要とする応援要請

２ 陸上応援要請は、第１要請、第２要請、第３要請の順に行うものとす
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る。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 前項の陸上応援要請のうち、第２要請にあっては要請側の地区代表消

防機関を、第３要請にあっては要請側の地区代表消防機関、総括代表消

防機関及び応援要請をされた市町等の地区代表消防機関を経由して行う

ものとする。 

（応援要請の代行） 

第７条の２ 地区代表消防機関（札幌地区代表消防機関を除く。）を置く

市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認める場合は、北

海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長

に代わり他の市町等の長に応援の要請をすることができるものとする。 

２ 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要

請とみなすものとする。 

（迅速な出動体制の構築） 

第８条  代表消防機関を置く市町等の長は、別に定める災害が北海道内で

発生した場合は、速やかに当該地区内の応援可能な消防隊等を把握し迅

速な出動体制を構築するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第９条 第７条の規定により応援の要請を受けた市町等（以下「応援側」

という。）の長は、特別の事情がない限り、応援隊を派遣するものとす

る。 

２ 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨

を通知しなければならない。この場合において、第７条第３項の規定に

より経由することとされている代表消防機関を経由した応援要請にあっ

ては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。 

３ 札幌地区代表消防機関は、道央地区内の第２要請または第３要請にお

いて、要請側の長が特に必要と認める場合に道央地区代表消防機関と調

整し、札幌地区応援部隊を速やかに編成し派遣できるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第10条  応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。 

（応援経費の負担） 

第11条  陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各

号に掲げる経費は、応援側の負担とする。 

(１) 応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当
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(２) 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。）

(３) 車両及び機械器具の修理費

(４) 消耗品の補充費（現地で調達したものを除く。）

２ 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼

航空機の燃料費は、原則として要請側の負担とする。 

３ 応援側の長は、前２項の規定により要請側の負担とされる経費を要請

側の長に直接請求するものとする。 

（損害賠償） 

第12条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げ

る経費は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発

生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とする。 

(１) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償

(２) 一般人の死傷に伴う損害賠償

２ 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払わ

れる金額を控除した金額とする。 

（協議） 

第13条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そ

の都度市町等の長が協議して決定するものとする。 

（委任） 

第14条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して

定める。 

附 則（平成29年４月27日締結） 

この協定は、平成29年４月27日から施行する。 

附 則（令和２年３月23日締結） 

この協定は、令和２年７月１日から施行する。 

本協定の成立を証するため協定書58通を作成し、記名押印のうえ市町等

において各１通を保有する。 
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別 表 

地 区 構 成 市 町 等 

道

西

地

区

函館市、森町、八雲町、長万部町、渡島西部広域事務組合、

南渡島消防事務組合、檜山広域行政組合 

道

南

地

区

室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、西胆振行政事務組合、

胆振東部消防組合、日高東部消防組合、日高中部消防組合、

日高西部消防組合 

道

央

地

区

小樽市、夕張市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、歌志内

市、恵庭市、北広島市、石狩北部地区消防事務組合、羊蹄山

ろく消防組合、岩内・寿都地方消防組合、北後志消防組合、

滝川地区広域消防事務組合、岩見沢地区消防事務組合、深川

地区消防組合、砂川地区広域消防組合、南空知消防組合 

札
幌
地
区

札幌市 

道

北

地

区

旭川市、増毛町、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務

組合、大雪消防組合、富良野広域連合、北留萌消防組合、留

萌消防組合、稚内地区消防事務組合、利尻礼文消防事務組

合、南宗谷消防組合 

道

東

地

区

釧路市、根室市、網走地区消防組合、北見地区消防組合、紋

別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌･津別広域事務組

合、斜里地区消防組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消

防組合、根室北部消防事務組合、とかち広域消防事務組合 
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北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

（目的）  

第１条 この協定は、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合（以下「市町等」とい

う。）が、災害による被害を最小限に軽減するため北海道の所有する消防防災ヘリ

コプター（以下「消防防災ヘリコプター」という。）の応援を求めることに関し、

必要な事項を定めることを目的とする。  

（災害の範囲）  

第２条 この協定において「災害」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第1条に

規定する災害をいう。  

（応援要請等）  

第３条 災害が発生した市町等（以下「発災市町等」という。）の長は、次のいずれか

に該当し、消防防災ヘリコプターによる活動を必要と判断する場合に、北海道知事

（以下「知事」という。）に対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。 

⑴ 発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合。

⑵ 災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合

⑶ その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合

２ 応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室に電話等により、次に掲げる事項

を明らかにして行うものとする。 

⑴ 災害の種類

⑵ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況

⑶ 災害現場の気象状況

⑷ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法

⑸ 消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制

⑹ 応援に要する資機材の品目及び数量

⑺ その他必要な事項

（防災航空隊の派遣）  

第４条 知事は、前条第1項の規定による消防防災ヘリコプターの応援要請を受けた場

合において、災害現場の気象状況等を確認し飛行が可能な場合は、総務部防災消防

課防災航空室防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）を派遣するものとする。  

２ 知事は、消防防災ヘリコプターの応援要請に応じることができない場合は、その旨

を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。 

（防災航空隊の隊員の指揮）  

第５条 前条第1項の規定により防災航空隊を派遣した場合において、災害現場におけ

る防災航空隊の隊員（以下「隊員」という。）の指揮は、発災市町等の消防長が行

うものとする。  

（消防活動に従事する場合の特例）  

第６条 第3条第1項の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合に

は、発災市町等の長からの知事への応援要請をもって、隊員を派遣している市町等
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の長に対し北海道広域消防相互応援協定（以下「消防相互応援協定」という。）第

7条第1項の規定による応援があったものとみなす。  

（経費負担）  

第７条 この協定に基づく応援に要する隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに消防

防災ヘリコプターの燃料費は、消防相互応援協定第10条の規定にかかわらず、北海

道が負担するものとする。  

（協議）  

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度知事と

市町等の長とが協議して決定するものとする。 

附 則  

この協定は、平成8年7月1日から適用する。 

この協定締結を証するため、本書73通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印

の上、それぞれその1通を保有するものとする。  

平成8年6月25日 

北海道知事 堀   達 也 

以下道内 72 市町等の長 
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第１章　総　則

第２章　防災航空隊

　　第４条　航空室に、防災航空隊を置く。

　　２　防災航空隊は、航空機に搭乗し、直接、消防防災業務に従事する。

　　３　防災航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置く。

　　４　隊長及び副隊長は、航空隊員の中から危機対策課防災航空室長(以下「防災航空室長」

 　という。）が指名する。

ならない。

北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱

　　（趣旨）

　　第１条　この要綱は、北海道消防防災ヘリコプター（以下「航空機」という。）の安全かつ

効果的な運用を図るため、航空機の運航管理等について必要な事項を定めるものとする。

  (他の法令との関係）

　　第２条　航空機の運航管理については、航空法(昭和27年法律第231号。以下｢法｣という。)

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

　　（用語の定義）

　　第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1) 航空機等

航空機、航空機用装備品、消防防災業務活動用装備品等をいう。

(2) 消防防災業務

航空機を使用して行う災害応急対策活動、救急活動、火災防御活動その他の防災活動

に関する業務をいう。

(3) 航空隊員

航空機に搭乗して消防防災業務に従事する総務部危機対策局危機対策課防災航空室防

災航空隊（以下「防災航空隊」という。）の職員をいう。

(4) 自隊訓練

総務部危機対策局危機対策課防災航空室（以下「航空室」という。）が隊員の基本技

術及び応用技術の習得を図るため、独自で行う訓練をいう。

(5) 運航計画

航空機を効率的に運航するため、消防防災業務、自隊訓練等について定める飛行計画

をいう。

(6) 委託会社

道が航空機の操縦、整備点検等の運航管理業務を委託する運航会社をいう。

(7) 共同運航機関

道が航空機の操縦、整備点検等の運航管理業務を共同で運航する機関をいう。

　　（防災航空隊の設置）

　　（隊長の任務）

　　第５条　隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督して消防防災業務の安全かつ効果的な遂行に努

めなければならない。

　　（副隊長の任務）

　　第６条　副隊長は、隊長を補佐し、隊員を指揮監督して消防防災業務の万全を期さなければ
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る。

第３章　運航管理

　　第９条　航空機の運航管理の総括は、危機管理監（以下「総括管理者」という。）が行う。

(1) 災害応急対策活動

(2) 救急活動

(3) 救助活動

(4) 火災防御活動

(5) 広域航空消防防災応援活動

(6) 災害予防活動

(7) 自隊訓練

　　２　隊長に事故あるときは、防災航空室長があらかじめ指定する副隊長がその職務を代行す

 (隊員の任務）

は、運航責任者が航空機に搭乗する副隊長又は隊員の中から指定するものとする。

　　第７条　隊員は、隊長及び副隊長の指揮に従い、消防防災業務の遂行に当たっては十分安全

を確認してその職務に従事しなければならない。

　　（搭乗者の指定）

　　第８条　防災航空室長は、航空機を運航する場合には、運航目的、任務等を明示して搭乗す

　　（総括管理者）

　　（運航責任者）

　　（運航計画）

　第12条　運航責任者は、消防防災業務及び自隊訓練等を適正かつ円滑に行うため、航空機の

　　２　運航計画は、北海道消防防災ヘリコプター年間運航計画（様式第１号）及び北海道消防

　第13条　総括管理者は、法第２３条及び第２５条に定める技能証明を有する委託会社または

共同運航機関の整備士による整備点検を受けなければ、航空機を航空の用に供してはなら

　第10条　航空隊の指揮監督、航空機の運航、航空機等の維持管理など、航空機の運航管理に

関する事務は、防災航空室長（以下「運航責任者」という。）が行う。

　　（航空消防活動指揮者）

　第11条　航空機に搭乗中の隊員の指揮監督をする者を「航空消防活動指揮者」という。

　　２　航空消防活動指揮者は、隊長をもって充てる。ただし、隊長が航空機に搭乗しないとき

ない。

　　２　運航責任者は、航空機等を適正に管理し、常に航空機等の性能を最大限発揮できる

状態にしておかなければならない。

　　（運航範囲）

　第14条　航空機は、次に揚げる活動で、航空機の特性を十分に活用することができ、かつ、

その必要性が認められる場合に運航するものとする。

(8) その他総括管理者が必要と認める活動

　　２　航空機の運航は、原則として午前８時４５分から午後５時３０分までとする。ただし、

次条に規定する緊急運航の場合は、この限りでない。

る者を指定するものとする。

運航計画を定めなければならない。

防災ヘリコプター月間運航計画（様式第２号）とする。

　　（運航する航空機等）
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第４章　使用手続

第５章　安全管理等

正を期さなければならない。

　　（緊急運航）

　第15条　前条第１項第１号から第５号までに規定する運航(以下「緊急運航」と総称する。)

は、第１２条に規定する運航計画に基づく運航（以下「通常運航」という。）に優先する。

　　２　航空機の通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、運航責任者は、直

ちに緊急運航に移行することとし、その内容を総括管理者に報告しなければならない。

　　３　緊急運航に関し必要な事項は、別に定める「北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領」

によるものとする。

　　（運航に伴う報告）

　第16条　航空消防活動指揮者は、通常運航業務を終了したときは飛行報告書（様式第３号）

を、緊急運航業務を終了したときは緊急運航業務報告書（様式第４号）を作成し、速

　第17条　運航責任者は、市町村等と協議して、法第７９条ただし書の規定による飛行場外離

　　（使用予定表）

　第18条　航空機の使用（緊急運航及び自隊訓練に係るものを除く。以下この章において同じ

。）を予定する者は、毎年２月末までに翌年度の航空機の使用予定について消防防災ヘリ

着陸場及び法第８１条の２の規定による緊急離着陸場を確保しておくとともに、常にその

実態把握につとめるものとする。

コプター使用年間予定表（様式第５号）を提出し、かつ、使用月の前々月の末日までに当

該使用月の使用予定について、消防防災ヘリコプター使用月間予定表(様式第６号)を総括

管理者に提出しなければならい。

　　（航空機の使用申請）

　第19条　航空機を使用しようとする者は、消防防災ヘリコプター使用申請書(様式第７号)に

より、使用する日の１５日前までに総括管理者に申請しなければならない。

　　（航空機の使用承認）

　第20条　総括管理者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査の上、

適当と認めるときは、その使用を承認するものとする。

　　２　総括管理者は、前項の規定により使用を承認した場合は、消防防災ヘリコプター使用承

認書（様式第８号）を交付するものとする。

　　（安全管理）

　第21条　総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める航空機の運用限界等指定書

を踏まえ、消防防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適

　　２　運航責任者は、航空隊員の任務及び分担業務の適正な執行を確保するなど、安全管理に

万全を期するとともに、航空機等を格納する施設の適正な保守管理を行わなければならな

　　（航空消防活動指揮者の責務）

い。

　第22条　航空消防活動指揮者は、航空隊員の任務及び分担業務が適正に執行され、当該

業務が効果的かつ安全に遂行できるよう努めなければならない。

やかに運航責任者に報告しなければならない。

　　（飛行場外離着陸場）
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第６章　教育訓練

　　（航空事故発生時の措置）

第８章　雑　則

　　（記録及び保存）

　　（その他）

　第29条　この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附　則

　　（隊員等の教育訓練）

　第23条　総括管理者は、航空隊員の教育訓練を実施するために必要な訓練体制及び施設、設

備並びに教材の整備を図り、航空隊員の養成及び資質の向上に努めなければならない。

　　２　運航責任者は、消防防災業務を効率的に行うため、市町村及びその他の関係機関と連携

の上、必要な訓練を実施しなければならない。

　　（自隊訓練）

　第24条　運航責任者は、運航計画に基づき、自隊訓練を実施しなければならない。

　第25条　総括管理者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合、又は

航空事故が発生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立し

ておかなければならない。

第７章　事故対策等

　　（捜索及び救難体制の確立）

　第26条　航空消防活動指揮者は、航空機に搭乗中、航空機の故障、気象の急変等により

航空事故が発生するおそれがある場合、又は発生した場合は、人命、財産に対する危難の

防止に最善の手段を尽くすなど、万全の措置を構じ、その状況を運航責任者に直ちに報告

しなければならい。

　　２　運航責任者は、前項の規定による報告を受け、又は同項に規定する航空機の故障等に関

する情報を入手した場合には、直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を

総括管理者に報告しなければならない。

　第27条　総括管理者は、法第７６条第１項に規定する事故が発生した場合は、国土交通大臣

にその旨を報告するとともに、直ちにその原因、損害等について調査し、その結果を知事

に報告しなければならない。

　第28条　運航責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、消防防災業務に関する記録を整

　この要綱は、平成 8年4月1日から施行する。

　　（事故報告）

理、保存しておかなければならない。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和 2年4月1日から施行する。
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年

間
運

航
計

画
（

　
　

年
度

）

整
備
計
画

備
　
考

消
防

防
災

業
務

及
び

訓
練

そ
の

他
(

一
般

行
政

使
用

等
)
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日
曜

飛
行
時
間

飛
行
区
分

内
容

使
用

着
陸

場
申

請
手

続
き

の
有
無
及
び
種
別

整
備
計
画

備
考

北
海
道
総
務
部
危
機
対
策
局
危
機
対
策
課
防
災
航
空
室

北
海

道
消

防
防

災
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
月

間
運

航
計

画
（

　
　

月
）

様
式

第
２

号
（

第
１
２
条
関
係
）
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飛行年月日

業務内容

飛行経路

操縦士名

整備士名

搭乗隊員

出発時間 実飛行時間

到着時間 使用燃料

飛 行 時 間 個数 重 量

様式第３号（第１６条関係）

年　　月　　日

運航責任者（防災航空室長）　様

報告者（航空消防活動指揮者） 印

飛　行　報　告　書

　　年 月 日（　曜日） 天候

(航空消防活動
指揮者に○印)

飛行時間
　　時 分 　時間 分

　　時 分 ㍑

搭乗者及び

搭載物資

搭 乗 者 搭 乗 者

氏 名 品 名

参考事項
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様式第４号（第１６条関係）

月 日

運航責任者（航空室長）　　様

㊞

緊　急　運　航　報　告

航空消防活動指揮者

令和 年

災害種別
要 請 機 関 名 及 び

連 絡 先 職 氏 名

発　　生
日　　時

令和 年 月

月

日 （ ）

分

時 分

発 生 場 所
及 び 目 標

要 請 方 法 電話 ・ FAX 要 請 日 時

要 請 者 受信者

日 時

現 地 の
気 象

天候 風向 － 風速 － ｍ 気温 ℃

視程 Km以上 雲高 ｍ 注意報・警報

着 陸 場 所

着 陸 場 所 へ の
到 着 時 間

燃料補給量 ㍑

航 空 消 防
活 動 指 揮 者
及 び 出 動 隊 員

○

操 縦 士 及 び
整 備 士

P
R1

C
R2

M
H

活　 　動　 　時　 　間

出動　～　帰隊 0 時 間 00 分
T　～　T
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：

消 火 回 ㍑ 資 機 材 搬 送 回 Kg

救 助 回 人 情 報 収 集 回

救 急 回 人 調 査 回

人 員 輸 送 回 人 そ の 他 回

災

害

概

況

傷

病

者

状

況

【要救助者情報】

氏名等 ： 歳 生年月日 　性

住　所 ：

活

動

内

容

時 分 飛行決心

搭乗救急救命士：

　【救急救命士特定行為関係】

　　【血糖測定】　　　処置実施者：

1回目 mg/ｄｌ 2回目 ： mg/ｄｌ

　　【特定行為総括】　　

除細動回数 気道確保器具 適応番号 静脈路確保位置・確保針

G

薬剤名 アドレナリン（mg） エピペン（mg） ブドウ糖（ml） 輸液量（ml） 輸液速度

投与量

指示関係

指示医師名 所属病院 その他

指示内容

特
記
事
項
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申請者

第　　　　　号

総括管理者

北海道総務部危機管理監　様

年　　月　　日

電　　話　

担 当 者  

摘 要飛 行 区 域使 用 目 的使 用 日

　　　　年　　月の消防防災ヘリコプターの使用計画は、次のとおりです。

様式第５号（第１８条関係）

機関の長　

連 絡 先　

消防防災ヘリコプター使用年間予定表（　　年度）
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電　　話　

担 当 者  

様式第６号（第１８条関係）

申請者

総括管理者

北海道総務部危機管理監　様

連 絡 先　

消防防災ヘリコプター使用月間予定表（　　月）

第 号

年　　月　　日

機関の長　

年　　月の消防防災ヘリコプターの使用計画は、次のとおりです。

使 用 日 使 用 目 的 飛 行 区 域 摘 要
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１　使用日時

５　搭乗者所属 職 氏 名 男・女 年 齢 備 考

　

（注）使用に係る事業計画等を添付すること。

申請者　　　　　　　　　　　　　　　印

（担当者　　　　　　　℡　　　　　　）

３　飛行経路

４　使用内容

北海道総務部危機管理監　様

北海道消防防災ヘリコプターを次により使用したいので申請します。

２　使用目的

年　　月　　日（　）　　　時　　分　～　　時　　分

様式第７号（第１９条関係）

総　括　管　理　者

消防防災ヘリコプター使用申請書

第　　　　　号

年　　月　　日
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年　　月　　日付け　　第　　号で申請のありました消防防災ヘリコプターの使用に

ついては、次のとおり承認します。

１　使用条件

（１）目的

（２）飛行経路

（総務部危機対策局危機対策課防災航空室）

（３）搭乗者

２　出発日時

３　出発場所

４　飛行可否の連絡

北海道総務部危機管理監

様式第８号（第２０条関係）

消防防災ヘリコプター使用承認書

年　　月　　日

　（申請者） 様

第 号
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4-4-2 町有備蓄倉庫一覧 

 

名  称 所 在 地 

上ノ国町資材置場 上ノ国町字大留100番地 

上ノ国町防災センター 上ノ国町字大留102番地3 
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4-5-1 上ノ国町応急危険度判定応援業務マニュアル

第１ 目的 

このマニュアルは、上ノ国町が、北海道震災建築物応急危険度判定要綱に基づき、応急危険度判

定を実施する道内又は道外の市町村に対する応急危険度判定の応援に際し必要な事項を定める。 

なお、想定される支援項目は次のとおり。 

（１）応援判定士等の派遣

（２）判定資機材の提供

（３）実施本部の業務にあたる行政職員の派遣

（４）その他

第２ 支援要請に備えた準備態勢 

道内で震度５弱以上又は道外で震度６弱以上の地震が発生したときは、渡島総合振興局と連絡を

取るなどにより状況を把握し、応急危険度判定の支援要請があった場合でも対応できる態勢をとる

こととする。 

第３ 応援判定士等の派遣 

１ 渡島総合振興局管内の市町村で応急危険度判定が実施され、支援地方本部長から所属判定士の

派遣等について要請を受けた場合は、次により名簿等を作成し、応援判定士等を派遣する。 

なお、支援地方本部長への回答は、応援判定士等の派遣可能人数等をあらかじめ回答する「仮

要請回答」、応援判定士等を確定し派遣等の決定を正式に回答する「本要請回答」の2段階に分け

て行う。 

（１）派遣する応援判定士等の名簿（公務員判定士・民間判定士別）、提供する判定資機材の

リストを作成し、支援地方本部長に報告する。

（２）必要に応じて、応援判定士等に判定資機材等を配布・貸与する。

（３）必要に応じて、宿泊場所の手配、昼食の調達等を行う。

（４）現場までの交通事情について確認し、必要に応じて移送及び輸送手段の確保を行う。

（５）応援判定士等を一次参集場所等あらかじめ決められた場所へ派遣する。

２ 渡島総合振興局管外の市町村で応急危険度判定が実施され、渡島総合振興局建設指導課を通し

て支援本部長（以下「支援要請者」という。）から所属判定士の派遣等について要請を受けた場

合は、次により名簿等を作成し、応援判定士等を派遣する。 

なお、支援本部長への回答は、渡島総合振興局建設指導課を通じ、応援判定士等の派遣可能人

数等をあらかじめ回答する「仮要請回答」、応援判定士等を確定し派遣等の決定を正式に回答す

る「本要請回答」の2段階に分けて行う。 

（１）派遣する応援判定士等の名簿、提供する判定資機材のリストを作成し、渡島総合振興局

建設指導課を通じ支援本部長に報告する。 

（２）必要に応じて、応援判定士等に判定資機材等を配布・貸与する。

（３）必要に応じて、宿泊場所の手配、昼食の調達等を行う。

（４）現場までの交通事情について確認し、必要に応じて移送及び輸送手段の確保を行う。

（５）応援判定士等を一次参集場所等あらかじめ決められた場所へ派遣する。
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第４ 民間判定士の自主的参集に係る協力 

支援地方本部長又は渡島総合振興局建設指導課長から建築関係団体に所属しない管内の民間判

定士の自主的な参集について協力要請があった場合は、参集要請、応諾判定士名簿の作成、支援地

方本部長又は渡島総合振興局建設指導課長への名簿の報告等の協力を行う。 

第５ 応援判定士等の帰還 

必要に応じて次により応援判定士等を帰還させる。 

（１）応援判定士等及び資機材の移送又は輸送手段の確保を行う。

（２）帰還した応援判定士等の受付・確認を行う。

（３）貸与した判定資機材を確認し受領する。
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令和３年３月

(1)指定緊急避難場所・指定避難所
●：指定緊急避難場所又は指定避難所である施設又は場所
×：指定緊急避難場所の基準を満たさない施設又は場所
‐ ：指定対象外の施設又は場所（対象となる災害が想定されない施設）

1 神明 神明地区集会施設
北海道檜山郡上ノ国町字湯
ノ岱355-2

木造 91 56-3233 76 ● ● ● ● ●

2 湯ノ岱 湯ノ岱地区複合施設
北海道檜山郡上ノ国町字湯
ノ岱109番地4

木造 220 56-3034 50 ● ● ● ● ●

3 湯ノ岱 旧湯ノ岱青少年広場
北海道檜山郡上ノ国町字湯
ノ岱1041-1外

- - - 51 ● ● ● ● -

4 宮越
宮越地区農業担い手セン
ター

北海道檜山郡上ノ国町字宮
越155-4

木造 86 - 25 ● × × ● ●

5 宮越 旧宮越小学校グラウンド
北海道檜山郡上ノ国町字宮
越158-2外

- - - 26 ● × ● ● -

6 早瀬 早瀬生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字早
瀬71-1

木造 67 - 20 × × × ● ●

7 桂岡 桂岡生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字
桂岡149-4

木造 97 - 17 ● ● × ● ●

8 中須田 河北小学校
北海道檜山郡上ノ国町字中
須田920-4

RC造 1,262 55-2151 11 ● ● ● ● ●

9 中須田 女性活動支援センター
北海道檜山郡上ノ国町字中
須田375-2外

木造 215 55-2824 10 ● ● ● ● ●

10 小森 小森生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字小
森246-4

木造 77 - 12 ● ● × ● ●

11 豊田 豊田生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字豊
田126-4

木造 59 - 12 ● ● × ● ●

12 新村
ハンノキ地区コミュニティ
施設

北海道檜山郡上ノ国町字新
村375

S造 200 - 6 ● ● ● ● ●

13 大留 大留生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字大
留228-7

木造 102 - 3 × ● × ● ●

※ 大留 大留地区複合施設
R4年度以降「13」と入替予
定

× ● ● ● ●

14 大留 上ノ国高等学校
北海道檜山郡上ノ国町字大
留351

RC造 1,954 55-3766 4 ● ● ● ● ●

15 大留 上ノ国町総合福祉センター
北海道檜山郡上ノ国町字大
留90外

RC造 1,032 55-2230 3 × ● ● ● ●

16 大留 上ノ国町スポーツセンター
北海道檜山郡上ノ国町字大
留109-2

1階RC造
2階S造

1,529 55-4002 7 ● ● ● ● ●

17 大留 上ノ国小学校
北海道檜山郡上ノ国町字大
留70-1外

RC造 2,298 55-2009 2 × ● ● × ●

18 大留 上ノ国町民球技場
北海道檜山郡上ノ国町字大
留44-3外

- - - 2 × ● ● × -

19 北村 北村コミュニティセンター
北海道檜山郡上ノ国町字北
村134-1

木造 127 - 5 ● ● ● ● ●

20 北村 オコセ地区
北海道檜山郡上ノ国町字内
郷

- - - 27 ● ● ● ● -

21 向浜 向浜生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字向
浜208

木造 76 - 1 × ● × × ●

22 勝山 上ノ国中学校
北海道檜山郡上ノ国町字勝
山39

RC造 2,304 55-2028 3 × ● ● ● ●

23 勝山 花沢公園
北海道檜山郡上ノ国町字勝
山150外

- - - 7 ● ● ● ● -

24 勝山 大澗駐車帯（国道228号）
北海道檜山郡上ノ国町字勝
山469-1

- - - 26 ● ● ● ● -

25 勝山 夷王山駐車場
北海道檜山郡上ノ国町字勝
山520

- - - 175 ● ● ● ● -

26 上ノ国
上ノ国町高齢者能力活用セ
ンター

北海道檜山郡上ノ国町字上
ノ国274-7

木造 179 55-3527 4 ● ● ● ● ●

27 原歌 日本海情報交流館「文珠」
北海道檜山郡上ノ国町字原
歌3

RC造 469 55-3955 40 ● ● ● ● ●

28 原歌 原歌生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字原
歌72

木造 53 - 9 ● × × ● ●

29 原歌
原歌取付道路（国道 228
号）

北海道檜山郡上ノ国町字原
歌32-7

- - - 7 ● ● ● ● -

30 原歌 宮寿司付近（国道228号）
北海道檜山郡上ノ国町字原
歌134-3外

- - - 34 ● ● ● ● -

31 大崎 大崎生活改善センター
北海道檜山郡上ノ国町字大
崎186-1

木造 73 - 34 ● ● × ● ●

32 木ノ子 木ノ子児童館
北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子14-2

木造 109 - 4 ● × ● × ●

33 木ノ子 滝沢小学校
北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子192

RC造 1,337 58-5036 7 ● × ● × ●

34 木ノ子 裏山の高台（大安在地区）
北海道檜山郡上ノ国町字大
安在

- - - - ● ● ● ● -

35 木ノ子 木ノ子浄水場
北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子615-2外

- - - 82 ● ● ● ● -

36 木ノ子 町道木ノ子浄水場線
北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子76外

- - - - ● × ● ● -

37 木ノ子
木ノ子郵便局裏山（国道
228号）

北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子377-5外

- - - 38 ● × ● ● -

38 木ノ子 光明寺裏山（墓地）
北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子391-1外

- - - 32 ● ● ● ● -

4-7-1　指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所・要配慮者利用施設一覧

No 地区 施設名 住所 構造
収容
可能
人員

電話
標高

（ｍ）

指定緊急避難場所
（×印の災害時は使用不可） 指　定

避難所洪水 土砂 地震 津波
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No 地区 施設名 住所 構造
収容
可能
人員

電話
標高

（ｍ）

指定緊急避難場所
（×印の災害時は使用不可） 指　定

避難所洪水 土砂 地震 津波

39 木ノ子
稲荷神社裏山（国道 228
号）

北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子475-1外

- - - 42 ● × ● ● -

40 木ノ子
タンコウノ沢線（国道228
号）

北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子539-3外

- - - 46 ● × ● ● -

41 木ノ子
滝沢小学校裏山（国道228
号）

北海道檜山郡上ノ国町字木
ノ子573-2外

- - - 46 ● × ● ● -

42 扇石 扇石地区多目的集会施設
北海道檜山郡上ノ国町字扇
石84

木造 101 - 14 ● × ● ● ●

43 扇石
扇石地区第１避難階段（国
道228号）

北海道檜山郡上ノ国町字扇
石656-1外

- - - 64 ● × ● ● -

44 扇石
扇石地区第２避難階段（国
道228号）

北海道檜山郡上ノ国町字扇
石671-2外

- - - 60 ● × ● ● -

45 扇石
扇石地区第３避難階段（国
道228号）

北海道檜山郡上ノ国町字扇
石257-3外

- - - 51 ● × ● ● -

46 扇石
扇石地区第４避難階段（国
道228号）

北海道檜山郡上ノ国町字扇
石278外

- - - 46 ● × ● ● -

47 汐吹 汐吹生活館
北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹184-1

ブロック 123 - 30 ● ● × ● ●

48 汐吹 愛宕神社裏（国道228号）
北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹637

- - - 33 ● × ● ● -

49 汐吹 照光寺裏（墓地）
北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹591-2

- - - 27 ● × ● ● -

50 汐吹
汐吹地区第１避難階段（汐
吹地区緑地公園）

北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹547-1

- - - 30 ● × ● ● -

51 汐吹 汐吹地区緑地公園
北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹566-1外

- - - 46 ● ● ● ● -

52 汐吹
汐吹地区第２避難階段（国
道228号）

北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹88外

- - - 39 ● × ● ● -

53 汐吹
汐吹地区第３避難階段（国
道228号）

北海道檜山郡上ノ国町字汐
吹111-8

- - - 30 ● × ● ● -

54 石崎 石崎地区集会施設
北海道檜山郡上ノ国町字石
崎334-2

木造 404 27 ● × ● ● ●

55 石崎 町道石崎長内線
北海道檜山郡上ノ国町字石
崎

- - - - ● × ● ● -

56 石崎 法香寺（墓地）
北海道檜山郡上ノ国町字石
崎454-2

- - - 12 ● × ● ● -

57 石崎 石崎住宅児童公園
北海道檜山郡上ノ国町字石
崎216-3外

- - - 19 ● × ● ● -

58 石崎 旧早川小学校
北海道檜山郡上ノ国町字石
崎331-1

RC造 625 - 4 ● × ● × ●

59 石崎 比石の館跡
北海道檜山郡上ノ国町字館
野28-1

- - - 15 ● ● ● ● -

60 小砂子 旧小砂子小学校
北海道檜山郡上ノ国町字小
砂子163の2

RC造 603 - 45 ● ● ● ● ●
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(2)福祉避難所

1 特別養護老人ホーム　かみのくに荘 北海道檜山郡上ノ国町字勝山24 RC造 30 55-3601 20

電話
標高

（ｍ）
No 施設名 住所 構造

収容
可能
人員
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(3)要配慮者利用施設

①社会福祉施設

1 高齢者施設 グループホームおだやか 上ノ国町字上ノ国274-1

2 高齢者施設 認知症高齢者グループホーム　勝山 上ノ国町字勝山136-3

3 高齢者施設 特別養護老人ホーム　かみのくに荘 上ノ国町字勝山24

4 高齢者施設
特別養護老人ホーム　かみのくに荘
短期入所生活介護事業所

上ノ国町字勝山24

保育所

放課後児童クラブ

障害児通所支援施設

②医療施設

1 有床診療所 上ノ国診療所 上ノ国町字上ノ国274-2

2 有床診療所 石崎診療所 上ノ国町字石崎243-1

3 無床診療所 上ノ国歯科診療所 上ノ国町字大留152-1

4 無床診療所 石崎歯科診療所 上ノ国町字石崎216-1

③学校

1 学校 上ノ国小学校 上ノ国町字大留70

2 学校 河北小学校 上ノ国町字中須田920-6

3 学校 滝沢小学校 上ノ国町字木ノ子192

4 学校 上ノ国中学校 上ノ国町字勝山39

No 分類 施設名 住所

5 上ノ国町子ども支援センター 上ノ国町字大留103-1

No 分類 施設名 住所

No 分類 施設名 住所
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